
（様式2）

所属名：教育委員会

 契約の名称又は
 品名・数量等

契約日
 契約の相手先の
 名称及び所在地

契約金額
地方自治法
施行令の適
用条項

 随意契約とした理由
所管部課（地方機
関）の名称

備　考

島根県内の小中高等
学校を対象にした
キャリア教育実態把
握に係る調査分析業
務

R4.6.6

株式会社エブリプラ
ン
島根県松江市北陵町
46番地6

2,528,900
第167条の2
第1項第2号

企画提案競争審査会におい
て最優秀提案者に選ばれた
ため。

教育指導課

島根県教育委員会分
島根県第６期全県域
ＷＡＮネットワーク
サービス

R4.6.30

エヌ・ティ・ティ・
スマートコネクト株
式会社
大阪府大阪市北区大
深町3番1号　グラン
フロント大阪　タ
ワーＣ13階

5,280,000
第167条の2
第1項第2号

教育委員会所管の未光エリ
アに所在する県立学校を
「島根県第６期全県域WAN
ネットワーク（以下、全県
域WAN）」と一体的に運用
するものであり、全県域
WANの構築を実施している
同社でなければ、本業務を
実施することはできないた
め。

教育指導課

令和4年度一般国道9
号（福光浅利道路）
改築工事に伴う埋蔵
文化財発掘調査（高
丸遺跡）に必要とす
る遺跡調査システム
の借り上げ

R4.6.14
(株)トーワエンジニ
アリング

1,804,000
第167条の2
第1項第8号

再度入札においても落札者
がなかったため最低価格入
札者と随意契約

埋蔵文化財調査セン
ター

指名競争
入札

WEBページ改修業務 R4.6.1
株式会社ニシコシ
北九州市小倉北区京
町     3-13-17

2,057,000
第167条の2
第1項第2号

当該業者は当館のWEBペー
ジ制作システムをはじめと
した情報システムの構築及
び保守管理を実施してお
り、現状のシステムを活か
した上でWEBページを改修
するためには当館のシステ
ム構成を熟知している必要
があるため。

古代出雲歴史博物館

「ハニワの世界へよ
うこそ」にかかる作
品輸送、展示、撤去
業務

R4.6.8
日本通運株式会社山
陰支店
米子市流通町430-17

3,124,044
第167条の2
第1項第2号

当該業務は、国宝、重要文
化財に指定されているもの
や、保存状態が悪く取扱が
非常に難しい作品の輸送、
展示業務であり、高い専門
的知識と技術が必要であ
る。契約相手方は、国宝・
重要文化財の輸送、展示業
務を幾度も行ってきた実績
があり、文化財所蔵者（借
用先）の信頼が厚く、当該
業務を確実に遂行可能であ
る。また、所蔵者から契約
相手方で輸送をするよう指
示を受けており、他の業者
への委託は不可能であるた
め。

古代出雲歴史博物館

随意契約の結果の公表



「ハニワの世界へよ
うこそ」にかかる展
示業務

R4.6.8
有限会社ササキ企画
東京都品川区東品川
3丁目22番20号‐502

4,941,695
第167条の2
第1項第2号

提案競技審査委員会におい
て、事業予定者に選定され
た者であるため。

古代出雲歴史博物館

古代出雲歴史博物館
神話シアター映像コ
ンテンツ制作業務

R4.6.14
株式会社丹青社
東京都港区港南１丁
目2番　70号

15,158,000
第167条の2
第1項第2号

契約相手方は、当館常設展
示室の施工を担当するとと
もに、例年の常設展示室の
保守業務も担当している。
当該業務遂行にあたっては
システム全体を熟知してい
る必要があり、当該業者は
業務を実施できる唯一の者
であるため。

古代出雲歴史博物館

古代出雲歴史博物館
特定天井改修工事設
計アドバイス業務

R4.6.22
株式会社　槇総合計
画事務所東京都渋谷
区鉢山町13番4号

7,040,000
第167条の2
第1項第2号

特定天井の耐震化工事にあ
たっては、天井の形状変更
を伴うため、当館を設計し
た設計者のアドバイスを受
けなければ耐震化工事の実
施設計の作成ができない。
当該業者は当館の設計者で
この業務を請け負う唯一の
業者である。

古代出雲歴史博物館


